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令和５年８月 定例教育委員会 会議録 

  

１ 日  時  令和５年８月１８日（金） 開会１５時   閉会１６時 

 

２ 場  所  福井市役所８階第３委員会室 

 

３ 出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     春木 伸一 

教育委員         多田 和博 

教育委員         宮郷 美千代 

教育委員         粟原 知子 

＜事務局職員＞ 

教育部長         林  俊宏 

少年対策参事官      前田 俊行 

教育次長         小倉 敏之 

図書館統括館長      西行 裕 

教育総務課長       諏訪 光宏 

学校教育課長       酒井 睦夫 

保健給食課長       木下 武明 

生涯学習課長       高比良 博則 

青少年課長        橋詰 正弘 

スポーツ課長       塩見 伸治 

文化財保護課長      渡邉 貴美 

図書館長         中野 裕三 

みどり図書館長      井土 博之 

桜木図書館長       嶋津 康弘 

調整参事         新井 敏男 

教育総務課 副課長    山田 治 

教育総務課 課長補佐   槙野 克典 

教育総務課 主幹     内田 佳邦 

 

４ 議  題 

議 事 

第１９号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の変更について（（仮称）福井市フ

ットボールセンターグラウンド整備工事））に同意することについて 

第２０号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の変更について（福井市図書館リ

ニューアル工事））に同意することについて 

第２１号議案 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について 

 

第２２号議案 福井市社会教育功労者表彰について 
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第２３号議案 スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

５ 議事の経過 

（１） 開会 

（２） 教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  多田 委員  宮郷 委員 

（４）議事の要旨 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

教育長 

 

 

 

 

まず、第１９号議案及び第２０号議案について、市議会上程前につき、非公開を

要する案件のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規

定により、会議を非公開としたいが、ご異議ないか。 

 

― 異議なし ― 

 

ご異議ないようなので、第１９号議案及び第２０号議案については非公開とす

る。非公開の案件については、後ほど審議する。 

それでは、第２１号議案 令和６年度使用小学校教科用図書の採択につい

て、事務局から説明を求める。 

 

令和６年度使用小学校教科用図書の採択について、７月１９日、福井高志地区の

協議会を開催し、その場で採択された教科書である。 

７月１９日の協議会までに、調査員の先生方が会議を行って資料を作成し、その

資料をもとに１１教科１３種目の教科書が採択された。 

特別支援学校については、文部科学省著作教科書または、福井県教育委員会の作

成する「令和６年度使用小学校・中学校特別支援学級および国立附属特別支援学校 

一般図書 選定資料」から、各学校が選択する。 

なお、令和６年度使用小学校教科用図書の採択については、９月１８日（月）ま

で非開示のため、資料の取扱いに注意していただきたい。 

９月１８日は敬老の日で、その次の日（９月１９日）から開示となる。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

これまでと変更した会社はあるか？ 

 

 これまでと変更した会社はない。 

 

 

質疑を終結する。第２１号議案について、原案のとおり承認することにご異議な

いか。 

 

― 異議なし ― 
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教育長 

 

 

 

事務局 

（生涯学習課長） 

 

 

 

教育長 

 

春木委員 

 

事務局 

（生涯学習課長） 

 

教育長 

 

事務局 

（生涯学習課長） 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

（スポーツ課長） 

 

 

 

 

教育長 

 

春木委員 

 

事務局 

異議なしと認める。よって、第２１号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第２２号議案 福井市社会教育功労者表彰について、事務局から説明

を求める。 

 

第２２号議案 福井市社会教育功労者表彰について、福井市教育委員会表彰規則

第２条第１項の規定に基づき、３２名の方を表彰する。表彰基準は、社会教育に関

する委員会の委員や団体の役員を３年以上勤められた方、あるいは公民館の館長を

４年以上または公民館職員を８年以上勤められた方となっている。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

表彰式はないのか。 

 

表彰式は１０月に予定している。後ほど案内する。 

 

 

５番目の表彰者は在職年数１２年となっているが、今まで推薦がなかったのか。 

 

所属する団体からの推薦が漏れていたことも考えられる。団体からの推薦が無い

ことには、対象者を把握できない。 

 

質疑を終結する。第２２号議案について、原案のとおり承認することにご異議な

いか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第２２号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第２３号議案 スポーツ推進審議会委員の委嘱について、事務局から

説明を求める。 

 

第２３号議案 スポーツ推進審議会委員の委嘱について、福井市スポーツ推

進審議会に関する条例第３条第１項及び第４条に基づき、委員の任期が令和５

年８月３１日に満了することに伴い、１４名の委嘱をするものである。 

新任の委員は２名で、ほかの委員は再任である。 

委員の任期は、令和５年９月１日から令和８年８月３１日までである。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

 あて職の委員はいるのか。 

 

あて職の方もいると思うが、ほとんどは年度当初に変更があった段階で、教育委
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（スポーツ課長） 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

宮郷委員 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

宮郷委員 

 

春木委員 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

粟原委員 

 

事務局 

員会に上程し承認を得ている。 

 

質疑を終結する。第２３号議案について、原案のとおり承認することにご異議な

いか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第２３号議案は原案のとおり承認する。 

それでは、先ほど非公開と決した案件の審議に入る。傍聴人は居ないため、この

まま続ける。 

 

（第１９号議案及び第２０号議案については、結果も含め非公開） 

 

予定していた審議事項は以上だが、その他、報告事項について、事務局から説明

を求める。 

 

― スポーツフェスタについて、資料をもとに説明 ― 

（９月２０日２１日、県陸上競技場及び県体育館、小６のみ対象） 

 

スポーツフェスタで体験するニュースポーツは、事前に学校で練習するのか。 

 

事前にルールは説明するが、実際にニュースポーツを体験するのは当日のみ

になる。 

 

スポーツフェスタでは、勝ち負けは判定するのか。以前の連体とは、だいぶ

異なるようだが。 

 

スポーツフェスタでは、勝ち負けは特につけない。競技力の向上は、別の機

会でと考えている。 

 

以前はあったマスゲームも無くなって寂しく思う。 

 

マスゲームのピラミッド等は、危険性も指摘されている。 

ニュースポーツの用具は教育委員会で購入するのか。 

 

ニュースポーツの競技団体から借りることになっている。 

 

 

スポーツフェスタの運営も競技団体が協力してくれるのか。 

 

スポーツフェスタの運営は、先生方が担う。 
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（保健給食課長） 

 

粟原委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

事務局 

（生涯学習課長） 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

スポーツフェスタは、保護者も参加又は観覧できるのか。 

 

スポーツフェスタは、ニュースポーツの体験会なので、対象は生徒のみであ

る。 

 

― 学校管理下における事故件数の推移について、資料をもとに説明 ― 

 

 

― 社会教育功労者表彰式について、口頭で説明 ― 

（１０月２０日、企業局５階） 

 

他になければ、最後に事務局から次回の日程についてお願いする。 

 

次回の定例教育委員会について、９月２８日（木）１５時から、場所は福井市役

所８階第３委員会室にて開催するので、ご出席いただきたい。 

 

以上をもって会議を終了する。  

 

令和５年９月２６日 

 

  署名委員 多田 和博 

 

  署名委員 宮郷 美千代 

 

                   会議録作成職員 内田 佳邦 

 


